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―７月２４日・木 徳山ダム導水路中止（支出差止住民訴訟）裁判「判決言い渡し」― 

ウッソーでしょう！名古屋地裁 住民請求を棄却!! 
判決は、（なくても何ら支障なき導水路事業について）「政策的な判

断が必要で、国の広い裁量に委ねられている」「水資源施設は完成ま

でに相当期間を要する」との考え方を示しました。 

また、（過大な水道用水の需要予測について）98 年からの 10 年間、

木曽川の渇水で取水制限が 14 回あったことなどをあげ、「予測は不確

実性が伴うため、ある程度の誤差が生じることはやむを得ない」「需要

が減少し予測との間に一定の差が出たからと言って、計画が著しく合

理性に欠けるとはいえない」「国が過去のデータに基づいて適正に策定した計画にのっとって支出しており適

法」として、原告が求める公金支出差止を認めませんでした。 
 

―２０６０年には水使用４０％減（「新水道ビジョン」） 孫子に付け回しするな！― 

 ２０１４年８月６日（水）名古屋高裁に控訴します 
判決後、桜華会館にて報告集会＆合同記者会見を行いました。判決文を特急で解析した「導水路はいらな

い！愛知の会」と「徳山ダム導水路公金支出差止住民訴訟弁護団」

は、集会参加の約６０人の仲間へ ① 司法の責務放棄を強く批判 

② 廃止のため今後とも粘り強く活動 を骨子の声明（本「会報」Ｐ８参

照）を共同で作成・配布しました。 

集会では、在間弁護団長は「需要の減少を前提とすべきなのに、

不都合な事実を横に置いた」と痛烈に批判、控訴を明言しました。次

いで、小林共同代表は「徳山ダム導水路事業にお墨付きを与えるような司法判断で残念、控訴審で勝利を」と

訴えました。 

当初は沈痛ムードの参加者の間からは「撤退ルールについて無知」「治水流量の歴史的経過論は、訳が分

からない」などと意見が出されました。また、同席の濱嶋・小島両弁護士からは「人口減と節水が進むなか、使い

古された判決文に呆れかえる」との発言がありました。 

（※判決文の全文は当会ホームページに掲載、※メール環境にない方は事務局へご連絡下さい） 

                                            

 

Ｐ２～７  新聞報道  7／24 不当判決関連（中日・朝日・毎日・読売・日経・岐阜・赤旗など７社） 

Ｐ８   声   明 （「導水路はいらない！愛知の会＋徳山ダム導水路支出差止住民訴訟弁護団」） 

 

お知らせ ２０１４総会・「控訴」決起集会＆５周年記念講演････チラシ参照 

８／３・日午後２時～４時半（１時半開場）東別院会館２階・椿 

導導水水路路ははいいららなないい！！愛愛知知のの会会 
会報（号外） 

ムダにムダを重ねる徳山ダム「導水路」はいらない！ 201４ 年 ７ 月 ２ ８ 日 

〒４６７－０８５３ 

名古屋市瑞穂区内浜町 1-15 

加  藤  伸  久  方 
ＴＥＬ／ＦＡＸ   052― 811― 8069 

ＵＲＬ：http : / /www.dousu i ro-a i ch i . o rg /
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2014/07/24 日経新聞・夕刊 
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2014/07/25 朝日新聞・朝刊 
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2014/07/24 中日新聞・夕刊 
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2014/07/25 読売新聞・朝刊 

2014/07/25 中日新聞・朝刊 2014/07/25 中日新聞・朝刊 
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2014/07/25 中日新聞・朝刊 

2014/07/26 しんぶん赤旗 
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2014/07/25 岐阜新聞・朝刊 

2014/07/25 岐阜新聞・朝刊 

2014/07/25 毎日新聞・朝刊 
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声    明 

 

本日、名古屋地方裁判所民事第９部（福井章代裁判長）において、徳山ダムの水を木曽川に流すための木

曽川水系連絡導水路事業（「徳山ダム導水路事業」、事業費 890 億円）に対する愛知県の費用負担金（318 億

円）の支出差止を求める住民訴訟において、原告住民の請求を棄却する判決言渡がなされた。 

 

１ 徳山ダム導水路事業は、以下の二つを事業の目的とする。 

①  新規利水の供給 

徳山ダムに確保される愛知県の水道用水最大 2.3 ㎥/s（供給地域は愛知用水地域）、名古屋市の水道用

水最大 1 ㎥/s 及び名古屋市の工業用水最大 0.7 ㎥/s を導水し、木曽川において取水を可能ならしめる。 

② 流水正常機能の維持 

木曽川水系の異常渇水時において、徳山ダムに確保される流水正常機能の維持（異常渇水時の緊急水

の補給）を図るための容量5300万㎥のうちの4000万㎥を一部は長良川を経由して木曽川に導水し、木曽成

戸地点において河川環境の改善のための流量を確保する。 

２ 原告住民は、支出差止の理由として、以下のことを明らかにした。 

(1) 新規利水の供給については、愛知用水地域の水道用水の需要が、2000 年実績 6.79 ㎥/s（最大河川取水

量）が 2015 年に 8.25 ㎥/s に増加すると想定されるので、安定供給水源として徳山ダム 2.3 ㎥/s が必要とい

うのが根拠である。しかし、需要実績は 2000 年から現在までの間に横ばいから減少しており、上記需要想定

は根拠事実を欠き、既存の供給水源で近年１/10 の渇水規模においても需要に対して供給可能であって、

徳山ダム 2.3 ㎥/s は必要がない。この事実の下においては、愛知県は徳山ダム導水路事業から撤退して費

用負担金の支出を止めなければならない。 

(2) 流水正常機能の維持については、徳山ダム導水路により異常渇水時に緊急水を補給して確保しようとして

いるのは、木曽川の動植物の生息・生育等のための河川環境のための維持流量 50 ㎥/s（24.1 ㎞成戸地点）

のうちの 40 ㎥/s であるが、この動植物の生息等のための流量 50 ㎥/s は、根拠となる説明資料において、代

表種をヤマトシジミとし、その生息限界となる塩化物イオン濃度を11,600㎎/Ｌとして、同濃度以下にするには

流量 50 ㎥/s が必要としていることが根拠である。しかし、ヤマトシジミは同濃度 11,600 ㎎/Ｌ以上で直ちに斃

死するのではなく30日間連続で50％が斃死し、木曽川下流部の同濃度は0～18,000㎎/Ｌの間で連日変化

しているのであり、流量 50 ㎥/s 以下でも多数生息している。上記説明は科学的根拠がなく、流水正常機能

の維持の必要性は根拠事実を欠いている。 

 

本判決は、原告住民が明らかにした上記事実から目を背けて、事実を無視し続ける愛知県等の誤った行政

を庇うもので、司法の責務を放棄した不当なものであり、強く批判する。 

私たちは、不当な本判決に屈することなく、直ちに控訴するとともに、無駄で有害な徳山ダム導水路事業を

廃止させるために今後とも粘り強く活動を続ける所存である。 

以上声明する。 

 

２０１４年７月２４日 

導水路はいらない！愛知の会        

徳山ダム導水路公金支出差止住民訴訟弁護団 

 


